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虐待の事実が認められなかった事例Ｂ

一時保護所

大阪市における年度別被措置児童等虐待への対応状況について

虐待の事実の判断に至らなかった事例

情緒障害児短期治療施設

児童自立支援施設

障がい児施設

通告先
（Ａの内訳）

事実確認の対象となった施設種別（Ｂの内訳）

児童養護施設

乳児院

里親

被措置児童等虐待通告件数　Ａ

事実確認状況（Ａの内訳）

虐待の事実が認められた事例

資料 ６ 


